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は反対のものを示すべく選びました。人と人のあいだの、
そして、人と環境との、自律的で創造的なかかわりあい
(autonomous and creative intercourse) という意味をこの
言葉にもたせたいのです。そしてこれを、他人や生活環
境 (milieu) の要請にたいする人々の条件反射的な対応と、
対比させようと思います」と述べている 7。
３　「国際共生」の概念
　まず「国際共生」の主体および関係性については、「国
際」共生であるので、国際的あるいは地球的な要素が不
可欠であり、純粋に国内的な行動および事象は排除され
る。また「共生」の概念にはもともと含まれている生物
と生物の間、さらに人間と自然の間、人間と環境との間、
文化と文化の間などの関係は排除されるべきで、国際社
会における行為体の間の関係に限定する方が、議論の範
囲および正確性が明確になるので、分析概念としては好
ましいと考えられる。それは、関連する近隣の概念であ
る「国際協力」とか「国際協調」などの用語が、国際社
会の行為体の間の関係を分析の対象としていることにも
よる。「国際共生」の主体としての行為体は、伝統的な「国
家」のみならず、国際機構、非政府機構 (NGO) を当然含
むものであり、さらに国際的に行為する個人をも対象と
することが可能である。
　次に、「国際共生」の研究対象となる領域であるが、「共
生」では伝統的には「平和」の領域におけるものが主流
であったが、「国際共生」の研究対象は、「平和」のみな
らず「正義」「公正」「公平」「衡平」などの分野も含む範
囲を対象とすべきであると考えられる。それは、国際社
会において、戦争の不存在を意味する伝統的な「消極的
平和」は、今ではより公正で公平な経済的社会的な状況
や人権の保護や開発の促進を含む「積極的平和」が広く

主張されているし、平和を維持し強化するための「安全
保障」の概念も、軍事力を中心とする「国家安全保障」や「国
際安全保障」から、一方において垂直的拡大として「地
球的安全保障」および「人間の安全保障」が前面に表れ
ているし、水平的拡大として「経済安全保障」「エネルギー
安全保障」「食糧安全保障」「環境安全保障」など、その
範囲はきわめて大きく拡大して議論されるようになって
いるからである。
　第三に、「国際共生」の目的あるいは機能の側面である
が、それは国際社会において平和および正義・公正を促
進し、より高いレベルにおける平和および正義・公正を
達成することを目指すものである。その第一の機能は、
国際社会における行為体の間において単に関係が存在す
るだけでなく、また単に交渉や意思疎通が行われるだけ
でなく、両者がともに積極的な利益あるいは成果を生み
出すような関係を構築することであり、従来の国際関係
におけるゼロサム・ゲームではなく、ポジティムサム・ゲー
ムを行うことである。第二の機能は、単に行動する主体
間での平和および正義・公正の促進およびより高いレベ
ルでの関係の達成のみならず、国際社会における公共性
の強化に向けて、国際社会全体の利益を促進し達成する
こと、すなわち国際公益を促進し達成することである。
４　むすびにかえて
　しかし、「国際共生」とは何かについて確定した定義は
いまだに存在しないと認識しており、この研究がそのた
めの試みの一つであり、これによって、「国際共生」の内
容および概念が一層明確にされ、学界における議論を活
発化し、国際関係論あるいは国際政治という学問分野に
おいて、明確な地位を占めることを期待している。
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平和・人権研究会（Project 1）
第 23 回　　2012 年 1 月 18 日　報告者　円城 由美子 氏（立命館大学国際関係研究科博士後期課程）
 　　「イラク避難民問題から見たイラク社会の現状 －サダム・フセイン後の社会変容と今後の展望」
第 24 回　　2012 年 3 月 6 日　　報告者　前田 美子 准教授
 　　「科学教育とジェンダー －国際協力の視点から－」
第 25 回　　2012 年 5 月 9 日　　報告者　竹澤 由記子 非常勤講師
 　　「ノルウェ－の外交政策における特徴についての－考察 －同盟関係と平和主義のジレンマ
　　　　　 　イラク派遣のケースを中心に－」
第 26 回　　2012 年 10 月 3 日　報告者　黒澤 満 教授
 　　「国際共生とは何か」
第 27 回　　2012 年 12 月 12 日　報告者　香川 孝三 教授
 　　「ミャンマーの政治経済と労働法」
第 28 回　　2013 年 2 月 27 日　報告者　西井 正弘 教授
 　　「国連人権理事会の役割と限界 －ロシアの普遍的定期審査を中心に」
第 29 回　　2013 年 4 月 24 日　報告者　奥本 京子 教授
 　　「動態的平和と動態的芸術：ボアールの演劇アプローチと国際共生のジレンマ」
第 30 回　　2013 年 6 月 26 日　報告者　円城 由美子 氏（立命館大学国際関係研究科博士後期課程）
 　　「フセイン政権後のイラクにおける女性の人身売買 －女性をめぐる政策との関連を中心に」
第 31 回　　2013 年 8 月 7 日　　報告者　馬渕 仁 教授
 　　「アメリカ合衆国における移民政策とマイノリティへの教育」

Research on Language Learning　(Project 2)
第  1  回　2013 年 7 月 3 日　　　報告者　Tamara Swenson 教授、David Bramley 准教授、
　　　　　 　　　　　　　　　　　 Steve Cornwell 教授、モデレーター Brian Teaman 教授

Lecture Series on Tablets in the Classroom, Part1
“Creating Textbooks for the Tablet: the OJU Experience”

６

　研究活動報告　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　
黒澤　　満

　
　プロジェクト１の研究課題は「国際共生
の研究」であり、国際社会における共生の
現状分析および将来あるべき国際共生の
姿を研究対象としている。具体的には、国
際の平和と安全保障、人権の国際的保護、
持続可能な開発の促進、地球環境の保護、
多文化共生社会の構築、人間の安全保障な
ど、国際社会に生起する重要課題を総合的
に研究し、全体として国際共生の学問的体
系化を志向するものである。
　プロジェクト１の研究員全員による現在の研究活動の中
心は、大阪女学院大学国際共生研究所叢書３として『国際
関係とは何か－平和で公正な世界へ』を出版することであ
る。この企画は 2011 年後半から開始され、同年 11 月に
は「公正で平和な世界へ：国際共生の意義と役割」と題す
るシンポジウムを開催し、黒澤満本学教授の司会の下で、
佐々木寛新潟国際情報大学教授の「『国際共生』概念の積
極的な意義について」、千葉眞国際基督教大学教授の「共
生の多様な意味合い」、奥本京子本学教授の「過程として
の国際共生：紛争転換の視点から」の報告に基づき議論を
行った。
　2012 年 1 月には、「環境問題講演会－国際共生の観点か
ら」と題して、西井正弘本学教授司会の下で、井上真東京
大学教授の「自然資源の『協治』から『国際共生』を考え
る」、高村ゆかり名古屋大学教授の「『対立』か『強調』か
－気候変動問題と国際共生」の報告に基づき議論を行った。
　2012 年 7 月には公開研究会として「人権と国際共生の
あり方」を開催し、香川孝三本学教授司会の下で、土佐弘
之神戸大学教授の「ジェンダー平等と多
文化主義」、川村暁雄関西学院大学教授
の「人権と国際共生」の報告に基づき議
論を行った。
　2012 年 11 月には公開研究会として

「教育における国際共生」を開催し、馬
渕仁本学教授の司会の下で、高橋朋子近
畿大学講師の「母語教育とアイデンティ
ティ－日本生まれの中国にルーツを持
つ子どもたちの場合」、乾美紀兵庫県立
大学准教授の「進学問題と教育支援－
ニューカマー児童・生徒の場合」の報告
に基づき議論を行った。
　2013 年 1 月には公開講演会として「開
発と国際共生」を開催し、西井正弘本学
教授の司会の下に、勝間靖早稲田大学教授の「貧困をなく
すミレニアム開発目標へのアプローチ」、高柳彰夫フェリ
ス女学院大学教授の「『援助』効果から見る NGO・市民社
会の役割」の報告に基づき議論を行った。
　これらの 5 回にわたる研究会での議論においては、研究
所員を初め多くの参加者から質問やコメントが寄せられ、
その後、これらの 10 人の報告者に、そこでの議論を踏ま
えて論文の執筆を依頼した。研究所叢書の全体については
黒澤が責任を持ち、第 1 章「平和と国際共生」は奥本が、

第２章「人権と国際共生」は香川が、第３章「環境と国際
共生」は西井が、第４章「開発と国際共生」は前田美子教
授が、第５章「教育と国際共生」は馬渕が担当した。本書
の構成は、国際社会における国際共生の重要な領域をカ
バーすることを念頭に、平和、人権、環境、開発、教育の

５分野にわたるものである。
　各章の担当者は、そのテーマ
に関して２人の専門家を招いて
公開講演会を開催し、２人の専
門家が執筆する論文の編集を行
い、各章２編で合計 10 編の論文
は、執筆の後に６人の研究員全
員がすべての論文に対してコメ
ントを提出し、担当者を通じて

執筆者にそれらを伝え、コメントを踏まえた最終論文を再
度提出してもらうという手続きで本書の作成を行った。そ
の意味で、本書は 10 人の執筆者と６人の所員との協力に
よるものである。
　プロジェクト１は、今後も「国際共生とは何か」に関す
る研究を継続し、国際共生のさまざまな側面を明らかにす
ることを計画しており、特に次回は研究所所員による国際
共生の具体的側面における研究として「国際共生の基本問
題」について研究を続けていくことを予定している。
　プロジェクト１の研究活動の第 2 の柱は、「平和・人権
研究会」を 2 カ月に一度開催することであり、研究所員の
みならず、大阪女学院に連なるさまざまな研究者に報告を
していただき、活発な議論を継続している。その内容は３
頁に示されているが、この研究会の開催は、国際共生研究
所の継続的な研究体制の維持に重要な役割を果たしている
と考えており、今後も積極的に開催していく予定である。
　第３の柱は、その折々に特に外国からのゲストを迎えて、
その人の専門領域での報告を聞き、所員のみならず、学内
外の関係者を集めて、議論し情報交換することであり、こ
の内容も別に示されている通りであり、今後も進めていく
予定である。

Project 1

　2013 年 4月 12日、ヨハン・ガ
ルトゥング博士（NGO「トランセン
ド」主宰）による講演が、本研究所

主催、トランセンド研究会及び日本平和学会関西地区研究会
による協力の下で実施された。以下は、講演内容の要旨である。

　一般に「共生」とはポジティブな概念としてとらえられている
であろう。それに対して「国際」とは現在の国際情勢を鑑みると
ネガティブな印象が強いのではないか。この 2 つの概念を合わせ
ると、何が言えるか。東北アジア地域を例にとって考えてみよう。
　まず、「共生」の概念にあるものは、Conviviality（饗宴、「共
生」とほとんど同義）、Tolerance（寛容）、Conversation（会話）、
Commonality（共通性）の 4 点であろう。今までの（日本の）「共生」
概念には、垂直構造や集団的指向により暴力が忍び込む可能性が
あったかもしれない。そこでは、均衡な関係を築くのが難しかっ
た。家族・隣近所・村・宗教集団単位から発生した「共生」概念は、
国家・国際レベルにおける共生には、本来そぐわない。
　しかし、東北アジアを考えるとき、「国際共生」によっての解
　　　　　　　　　

テーマ：『国際共生』とは何か 
　　　　     本学大学本館会議室

講演会報告


